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適用対象 実施時期（予定） 必要な手続き等

第１ 入院患者への適切な医療サービスの提供の確保

（仮称）医療機能強化型老人保健施設の創設 療養病床から転換した老人保健施設
・平成２０年４月に介護報酬改定
・改正した関係法令は平成２０年４月施行予
定

介護給付費分科会に諮問の
上、介護報酬改定・関係法
令の改正

第2 療養病床を有する医療機関の選択肢の拡大

医療法人などの営利を目的としない法人による特別養護
老人ホームの設置

営利を目的としない法人（医療法人など）
・平成２０年通常国会に老人福祉法

改正案を提出し、成立後速やかに施行
老人福祉法の改正

医療法人による有料老人ホーム、一定の高齢者専用賃貸
住宅の経営

医療法人
・有料老人ホーム：１９年４月から
・高齢者専用賃貸住宅：１９年５月から

－

在宅医療と「住まい」の場を組み合わせたサービス提供
体制の構築

（今後検討）
・平成２０年４月に診療報酬改定
・改正した関係法令は平成２０年４月施行予
定

中央社会保保険医療協議会
で検討し、診療報酬改定等

サテライト型施設の多様化 本体施設の種類に応じて認められている開設主体
・平成２０年４月に介護報酬改定
・改正した関係法令は平成２０年４月施行予
定

介護給付費分科会に諮問の
上、介護報酬改定・関係法
令の改正

小規模老人保健施設の人員基準の緩和 小規模老健施設すべて（医療法人等が開設）
・平成２０年４月に介護報酬改定
・改正した関係法令は平成２０年４月施行予
定

介護給付費分科会に諮問の
上、介護報酬改定・関係法
令の改正

医療機関と老人保健施設が併設する場合の設置基準の緩
和

診察室：転換した老健施設が病院・診療所と併設
している場合
階段・エレベーター・出入口：病院・診療所と老
健施設等が併設している場合

・平成１９年５月～ －

病床規模別の転換後の経営モデルの研究推進 － ・平成１８年度～ －

第３ 療養病床の具体的な転換の推進

療養病床の既存の建物を活用し老人保健施設に転換する
場合の老人保健施設の施設基準の緩和

療養病床から転換した老人保健施設 ・平成１９年５月～ －

診療報酬及び介護報酬における医師・看護職員等の配置
が緩和された経過的措置の創設

医療療養病床・介護療養病床 ・平成１８年７月～ －

老人保健施設等への転換に要する費用の助成
地域介護・福祉空間整備等交付金：介護療養病床
医療提供体制施設整備交付金：医療療養病床
病床転換助成事業：医療療養病床

地域介護・福祉空間整備等交付金：平成１８
年度から
医療提供体制施設整備交付金：平成１９年度
病床転換助成事業：平成２０年度から

－

転換するための改修等に係る法人税特別償却制度の創設
療養病床を老人保健施設等に転換するための改修
等を行った医療法人等

・平成１９年４月～ －

療養病床整備に伴う借入金に係る新たな借換融資制度の
創設

療養病床を地域ケア体制整備構想に沿って老人保
健施設、有料老人ホーム等に転換する病院又は診
療所

・平成２０年度予算成立後、
平成２０年度実施予定

平成２０年度予算要求

改修等に要する資金に係る福祉医療機構の融資条件の優
遇措置

特養：社会福祉法人
ケアハウス：社会福祉法人・医療法人
有料老人ホーム：社会福祉法人・医療法人

・平成１９年４月～ －

第３期介護保険事業計画における定員枠の弾力化 療養病床から転換する老人保健施設等 ・平成１８年度～２０年度 －

第４期介護保険事業における療養病床転換の受入の円滑
化

療養病床から転換する老人保健施設等 ・平成２１年度～２３年度

平成１９年６月２９日付計
画課長通知発出（老計発第
０６２９００１号）
平成２０年度中に基本方針
の改正

転換支援措置の適用対象と当該措置の実施時期

転換支援措置
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平成１９年６月２０日
資料１

第５回介護施設等の在り方に関する委員会

療養病床から転換した老人保健施設における
医療サービスの提供について

介護施設等の在り方に関する委員会
平成１９年６月２０日
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１ はじめに

○ 介護施設等の在り方に関する委員会では、療養病床の再編成が行われるに際して、入所者に引き続き適切な医療サービス
を提供する必要があることから、療養病床から転換した老人保健施設における医療サービスの提供の在り方等について検討
を行ってきた。

○ 今般、これまでの検討を踏まえ、療養病床から転換した老人保健施設における医療サービスの提供の在り方について取り
まとめたので報告する。

２ （仮称）医療機能強化型老人保健施設の創設について

○ 療養病床から転換した老人保健施設の入所者に対して適切な医療が提供できなければ、療養病床の転換が円滑に進まない
のみならず、入所者の状態が悪化した場合に急性期病院へ転院せざるを得なくなり、療養環境が整った老人保健施設での継
続的な入所が困難となる可能性がある。

○ このため、入所者へのサービスを向上させながら、療養病床の転換を円滑に進めるため、療養病床から転換した老人保健
施設における医療提供の機能を強化する措置（（仮称）医療機能強化型老人保健施設の創設）を講ずることが適当である。

３ （仮称）医療機能強化型老人保健施設において強化すべき医療サービスについて

⑴ 夜間等日勤帯以外の時間帯の対応
○ 療養病床から転換した老人保健施設には、急性増悪により緊急対応を要する入所者や、喀痰吸引、経管栄養等の日常的な
医療処置を要する入所者が一定程度存在すると想定されることから、夜間等においても必要な医療提供を行う体制の整備が
必要である。

○ この場合、医師による夜間等の医療提供については、対応が必要と見込まれる入所者数等に鑑みれば、老人保健施設の医
師のオンコールや他の保険医療機関の医師の往診により対応可能と考えられる。

○ 一方、看護職員による夜間等の医療提供については、対応が必要と見込まれる入所者数等に鑑みれば、夜間等における看
護職員の継続的な配置や、必要に応じ、経管栄養への対応のため、朝夕の時間帯について、日勤帯の勤務者の早出・遅出勤
務による対応が必要である。

⑵ 入所者の看取りへの対応
○ 療養病床から転換した老人保健施設では、看取りを要する入所者が一定程度生ずると想定されるが、入所者や家族の意向に
沿った安らかな最期を迎えることができるよう、入所者の看取りに際して、適切な医療サービスが提供可能な体制の整備が必要
である。
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⑶ リハビリテーション
○ 療養病床から転換した老人保健施設においては、理学療法士や作業療法士を適切に配置し、入所者に対する適切なリハビリ
テーションが提供可能な体制の整備が必要である。

４ 従来の老人保健施設との関係について

○ 老人保健施設は、これまで医療提供施設としての機能を果たすとともに、入所者の居宅復帰を支援してきており、今後ともリ
ハビリテーションを始め、入所者の居宅復帰支援機能の強化に向けた取組を進めていく必要がある。

○ 一方、療養病床から転換した老人保健施設においては、一定の医療ニーズを有する入所者に適切な医療サービスを提供す
るため、夜間等の時間帯の対応や看取りへの対応等が必要であり、療養病床から転換する施設を対象として（仮称）医療機能
強化型老人保健施設を創設するものである。

５ 実施時期等について

○ 療養病床の早期かつ円滑な転換を進める必要がある中で、
① 療養病床から転換した老人保健施設での医療提供機能の強化措置による具体的な医療職の配置の在り方とその裏打ちと
なる介護報酬の在り方については、療養病床の転換に大きな影響を与えるものであることから、早急に明らかにする必要があ
ること、

② 療養病床から転換した老人保健施設での医療提供機能の強化措置に伴い医療保険・介護保険の給付調整や往診による対
応を行うことにより、医療保険・介護保険の一体的な運用ができるよう、次期診療報酬の改定と連動して措置を講ずることが適
当であること、

から、（仮称）医療機能強化型老人保健施設に必要な医療職の配置の在り方とその適切な裏打ちとなる介護報酬について、平成
１９年度中に明らかにすることが求められる。

○ その際、介護保険を支える国民の負担を考慮するほか、入所者が継続してサービスを受けることができるような配慮を行うこと
が必要である。

○ また、その他の療養病床の転換支援措置についても、着実かつ速やかな実施が必要である。

○ さらに、療養病床の再編成に当たっては、各地域において高齢者を支える医療・介護の体制が安定的に確保され、高齢者が住
み慣れた地域で安心して暮らし続けられることが重要である。本取りまとめを受けて、介護給付費分科会で具体的な議論が行わ
れるよう期待するものである。


